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ジ
ツ
プ
レ
キ

資
符
暦

七

加。

西
村
篤
行
が
そ

の
生
地
訟
中
域
的
を
起
鈎
と
し
て
飾
品
配
し
た
Mm法
で

あ
る
。ジ

ツ
ポ
ウ
リ
ヨ
ウ
シ
ユ
ウ
賀
峰一一足
秀

附
日
制
宗

の
附
。
能
程
の
人
。
資
制
鋭
敏
、
能
〈
前
知
に
泊
じ

た
。
初
め
銭
山
紛
耐
に
怠
し
た
が
得
る
所
な
か
っ
た

か
ら
、
僻
し
て
務
方
に
遊
び
、
再
び
峨
山
に
総
持
寺

に
拳
す
る
に
及
び
、
出配
情
制
決
ひ
、
服
勤
十
俄
年
に

及
ん
だ
。
銭
山
乃
ち
杖
抑
を
れ
隙
に
授
血
(
し
、
笠間日

国
叫
宗
来
援
に
幽
す
る
。

明
治
十
三
年
寺
刷
出
の
公
群
を

泊
さ
れ
た
。

ジ
ツ

y
ウ
ジ

貴
樹
寺

臨
品
開
制
小
応
に
在
っ

て
、

日
山
地
宗
に
四
闘
す
る
0

・氷品開
九
年
日
間
閉
山
。
寺
山
削
に

木
造
抽
出
附
如
来
立
像
体
耐
六
六
相
慨
が
あ
り
、
室
町
米

矧
の
作
と
秘
め
ら
れ
る
。

シ
ヅ
ノ

岡
野

河
北
郡
の
地
名

o
m一中
同日日出杷

得
水
二
年
に
、
泊
予
の
ほ
は
川
町
利
伽
縦
に
向
か
ひ
、

引
家
・
津
滞
多
・
荒
井
・
附
野

竹
前
に
辿
っ
た
と
あ

る
。
こ
の
附
針
を
Y
グ
ノ
と
訓
ん
で
今
の
七
野
と
す

る
読
と
、
カ
ノ
と
訓
ん
で
今
の
狩
閉
山
川
町
と
す
る
設
と

あ
る
が
、
津
師
酬
と
竹
備
と
の
聞
に
被
せ
る
か
ら
、
前

説
の
方
が
正
し
い
。

シ
ヅ
ハ
ラ
ミ
ヨ
ウ
ジ
ン
志
津
原
明
神

白
山
九

加
の
小
耐
の
一
つ
で
、能
決
榔
償
問
村
に
銀
座
す
る
。

向
山
把
の
以
本
に
、『窓
枠
脈
問
刷
、
山
内
任
制
』
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
大
永
七
年
の
託
宣
杷
に
、
『
白
山
九

郎
小
前
第
七
芯
旅
限
例
制
、
山
内
正
附
制
』
と
あ
る

か
ら
、
院
の
宇
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
式
内
等
部

枇
犯
に
も
、
『
芯
掠
駅
跡
枇
。
民
制
問
村
館
座
。
抑
制
=
芯

油
阪
明
跡
ぺ
白
山
九
所
小
利
之
一
制
也
。』
と
し
て
ゐ

る
。
白
山
長
廷
の
持
宮
で
‘
そ
の
枇
脱
艇
に
芯
出
版

明
…
岬
祭
跡
白
山
と
あ
白
、
も
と
十
一
而
削
脅
を
安
也

し
て
あ
っ
た
。

シ
ツ
ーー
シ
ト

寺
に
臼
せ
し
め
た
が
、
黒
白
市
の
如
く
に
集
っ
た
。
一
領
古
屋
か
ら
出
で
、
七
指
に
至
っ
て
搭
に
注
ぐ
。
読

本
州
の
太
守
裳
定
先
寺
を
創
め
、
目
的
を
招
き
て
開

一
径
五
粁
二
。

山
た
ら
し
め
、
次
い
で
明
徳
一
苅
年
版
且
総
待
寺
に
夜
一

シ
ツ
ミ
ガ
ハ
七
海
川

H
W
ミ

臥
京
都
七
市内観

み
.
ザ
〈
術
中
の
ホ
祥
寺
を
開
淑
し
た
。
臨
永
十
二
年

一
山
か
ら
統
制
し
、
E
2
v
浦
村
で
お
に
入
る
。
抗
能
六

六
且
J
l

二
日
一部
寂
。
目
的
努
制
附
前
俊
一
加
が
あ
っ
一
粁
許
。

て

前

に

行

は

れ

る

。

一

シ
ツ
ミ
ガ
ハ
七
海
川

ば
ミ
民
主
制
限
野
領

シ

ツ

ミ

七
海
山
ヲ

m
羽
咋
州
制
山
木
院
に
凶
す
一

山
か
ら
流
出
し
、
光
加
領
で
院
に
入
る
。
統
民
三
粁

る
総
務
。
附
也
に
釦
家
七
拡
が
あ
る
に
釣
し
、
こ
れ

一一一一許。

は
地
問
町
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
頭
七
海
一

シ
ツ
モ
ン
シ
チ
ザ
イ

室
門
七
才

加
到
滞
士
で

と
も
い
は
れ
た。

明
肘
二
年
の
村
御
印
に
地
問
七
裕

一
室
判
明
換
の
門
下
で
あ
っ
た
士
入
、
奥
村
忠
附
・
奥
村

村

領

家

七

部

村

と

記

さ

れ

る

。

一

術

辺

・
背
地
問
賢
・
背
地
穂
幹
・
小
寺
注
路
・
小
谷
織

シ

ツ

ミ

七
海

江

ッ

臥

京

都
に
回
し
、正
保
郷
一
成
・山
根
放
心
を
指
し
、
二
奥
・
二
背
一

一小
・
一
山
と

般
に
は
芯
津
見
と
沼
会
U

、
見
文

・
点
平
の
高
辻
艇
に

一
ーも
い
う
た
。

は
七
拡
に
作
る
。
も
と
南
北
郷
と
穴
水
郷
之
内
大
屋
一

シ
ツ
モ
ン
ホ
ン
サ
ロ
ク

質
問
本
佐
録

一
加
。

庄
と
に
分
応
し
て
、
前
占
有
は
加
到
術
開
、
後
者
は
引
が
一
平
保
突
卯
町
田
地
積
幹
若
。
務
民
本
多
佐
渡
守
古
信
の

府
観
で
あ
っ
た
。
能
校
名
跡
芯
に
『
上
七
抱
・下
七
裕

一
議
本
佐
鍛
の
奥
智
容
の
保
々
を
犯
し
、
画
酎
帥
刊
の
考
設

と
分
か
れ
て
家
政
六
十
軒
泊
。
上
七
海
は
私
領
也
o
一
を
詑
縦
し
て
新
井
白
石
に
質
問
し
た
所
、
白
石
が
之

下
七
桜
は
公
徹
也
。
』
と
肥
す
る
o
そ
の
上
七
桜
を
今

一
に
答
へ

・
融
制
幹
が
民
に
削
世
間
し
た
こ
と
を
暫
い
た
も

は
以
に
七
桜
、
F
七
松山を
出
七
保
と
椛
す
る
が
、
Hm
一
の
で
あ
る
o

m
む
か
ら
言

へ
ば
北
七
悔
の
方
が
却
っ
て

問
方
に
在

一

シ

ツ

ラ

志
津
夏

邸
主
制
に
在
っ
た
o
天
正
十

る
o
如
何
に
し
て
か
う
な
っ
た
か
の
組
問
は
明
ら
か

一
二
年
六
月
品
川
九
日
前
問
刺
家
の
印

md洲
町
山
に
し
つ
ら

で
な
い
。

一

村

百

姓

中
と
し
、
問
イ
四
年
の
皆
梢
以
に
は
志
津
良

シ

ツ

ミ

七
海
山
ッ

臥
軍
刑
務
的
郷
に
闘
す
一
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
白
名
は
後
間
な
い
o
志
津
良

る
沼
町
問
。
能
官
名
跡
芯
に
、『
七
梅
村
は
到
来
浦
俳
ひ

一
庄
の
本
庄
で
、
皆
且
の

こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

也
。
久
作
と
い
ひ
て
よ
さ
百
姓
あ
り
。
宵
尾
と
い
ひ

一

シ
ツ
ラ
ウ
ジ
志
濠
満
氏

永
徳
二
年
二
且
十
入

て
、
大
な
る
御
林
の
松
山
あ
り
。
則
散
村
に
持
隠
と

一
日
の
利
四
日
に
、
志
津
浦
中
務
尉
時
長
の
名
が
あ
る
。

い
・
か
あ
り
o
此
所
先
年
、
外
は
快
附
な
る
に
民
家

一
一
志
津
浦
氏
は
志
津
良
庄
の
人
で
あ
ら
う
。

商
家
総
披
訂
て
壊
し
た
り
。
不
思
総
の

こ
と
な
り
。

一

シ
ツ
ラ
シ
ョ
ウ
志
津
一一良
庄

鳳
京
閣
に
在
っ
た
。

此
者
共
依
た
る
心
ゆ
ゑ
、
天
の
径
と
い
ひ
あ
へ
り
。
』
一
承
久
三
年
設
地
の
能
田
恒
例

m鍬
艇
に
、『芯
卸
良
庄
、

と
見
え
る
。
明
治
中
に
主
り
梢
内
に
同
名
の
部
wm
あ
一

七
町
、
久
安
二
年
立
保
紋
』
と
見
え
る
。
後
肘
ま
た

る

を

挫

け

て

七

見

と

改

め

た

。

一

七
術
庄
が
あ
る
。

シ

ツ

ミ

七
見

J
Y
ツ
ミ

七
能
(
邸
主
〉
。
一

シ
ツ
ラ
シ
ョ
ウ
七
浦
底

邸
主
却
に
悶

L
、
滞

シ
ツ
Z
ガ

ハ

七

海
川

川
w
s
羽
咋
榔
地
問
町
一
政
時
代
で
は
、臨
磁
・深
見
・六
郎
木
・小
杉
・矢
徳
抑
制
，

シ
デ
カ
ケ
ノ
シ
ミ
ヅ
四
手
掛
の
清
水

石
川

m

日
御
子
に
在
る
。
貸
永
二
年
の

m
m制
自
に
、
『
日
，

御
子
村
日

J

御
子
林
は
、
役
昔
は
批
判
砕
俄
多
有
之
。
此

宮
林
の
上
に
し
で
か
け
比
例
水
と
て
磁
水
初
出
。
』
と
あ

る
泉
は
、
火
，
御
子
宮
の
耐
水
で
、
木
綿
四
手
を
か

け
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
人
し
で
か
け
の
治
水
と
も
注

泌
か
け
の
的
水
と
も
稼
し
た
の
を
‘
後
に
手
叩
き
の

泊
水
と
い
う
た
。
蛍
の
光
に
、
天
明
四
年
手
を
叩
け

ば
こ
の
水
揚
あ
が
句
、
之
を
服
す
れ
ば
如
何
な
る
個

疾
も
平
脂
血
す
る
と
併
へ
ら
れ
て
、

一M
町
繁
昌
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
あ
る
。

シ
ド
ウ
ギ
ン
調
堂
銀

貸
幽
帯
そ
の
他
に
、
税

よ
り
維
持
を
謀
る
お
に
待
附
し
た
鋭
で
、
御
釘
用制
婦

に
邸
す
る
嗣
堂
一
銀
裁
許
の
取
扱
に
よ
り
、
諸
士
に
貸

M
S
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平
-吉
浦
・
五
十
洲
・
中
谷
内
・
大
間
泊
中
・

鵜
山
・隣

間
百
成
大
角
関
・
皆
且
・井
守
上
坂

-m野
-B
坂
・綿

見
・
上
大
樗
・
大
相伸
・赤
的
・
下
山
・
西
二
文
・
小
町
・池

田
・上・
旅
鹿
・類
保
・思…杉
・剛
山
の
二
十
九
伊村
を
含

ん
で
居
た
。

ジ
テ
イ
キ
ユ
ウ
ホ
ウ
慈
鼎
九
峰

金
相
何
回
洞
宗

間
以
悶
寺
サ
六
代
の
佐
待
。

生
凶
は
能
町相官。文
化
五
年

六
且
金
持
松
山
寺
よ
り
池
山
し
、
七
年
前
倒
治
的
事

去
の
際
導
腕
と
な
h
、
九
年
十
周
隠
居
、
文
化
十
二

年
非
を
得
、
四
月
サ
六
日
天
徳
院
の
座
政
牢
に
沼
化

し
た
。

l
キ
ユ
ウ
ホ
ウ
ジ
ケ
ン

九州
州市叫
・判。

ジ
テ
イ
ザ
ツ
キ
耳
庭
雑
記
一
加
。
本
自
の
米

に

『
此
郡
岩
信
楽
君
祭
跡
也
。
都
県
使
ν
見
ν
之
。
求

政
=
千
百
限
↓
箔
街
。
』
と
あ
0
.
間
以
永
頃
ま
で
の
こ

と
が
邸
か
れ
る

oχ
同
名
の
興
木
が
あ
っ
て
、
交
京

と
い
ふ
名
で
側
句
が
的
配
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
白

の
作
者
で
あ
ら
う
。
文
化
活
年
頃
ま
で
の
こ
と
が
時

せ
ら
れ
て
、
別f

ろ
前
世
の
制
作
川
と
も
い
ふ
べ
き
も
の

で
あ
る
。 一ー

六
八


